
（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

 (1）連結子会社の数  96社

    主要な連結子会社名

シチズンマシナリー㈱、シチズン電子㈱、 

シチズンファインデバイス㈱、シチズン・システムズ㈱ 

    除外 ９社 

 当連結会計年度より、九戸精密㈱は株式を譲渡したため、㈱オンタイムは当社の連結子会社であるシチズンリテイ

ルプラニング㈱に吸収合併されたため、Bulova U.K. Limitedは当社の連結子会社であるCitizen Watch United 

Kingdom, Limitedに吸収合併されたため、MIDI PILE S.A.S.は当社の連結子会社であるTEMPLUS S.A.S.に吸収合併さ

れたため、また、シルバー企画㈱、ブローバジャパン㈱、シルバー電研㈱、西鉄城精密（広州）有限公司及び

Citizen Systems (Shanghai) Co.,Ltd.は会社清算のため、それぞれ連結の範囲から除外しております。

 (2）非連結子会社 17社 

   主要な非連結子会社

HESTIKA FRANCE S.A.S.

（連結の範囲から除いた理由） 

 連結の範囲から除外した非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等の各合計は、連結財務諸表上の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等に対し、いずれも僅

少であり、全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項

 (1）持分法適用の関連会社数2社

 Marubeni Citizen-Cincom Inc.、First Cainta Resources Corporation

(2）持分法を適用していない非連結子会社（HESTIKA FRANCE S.A.S.等）及び関連会社（合川精密㈱等）は、それぞれ

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

 (1）連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

12月31日     76社 

 (2）連結財務諸表の作成にあたって、連結決算日において連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必

要とされる決算を行っております。 

 

４．会計方針に関する事項 

 連結子会社が採用している会計方針は、原則として当社の基準に統一されており、特記すべき差異はありません。当社

及び連結子会社の主要な会計方針は、次のとおりであります。

 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

  イ 有価証券

   その他有価証券

   時価のあるもの

    連結決算日の市場価格に基づく時価法

   （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

   時価のないもの

    移動平均法による原価法 

  ロ デリバティブ

    時価法

  ハ たな卸資産

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
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 (2)重要な減価償却資産の減価償却方法

  イ 有形固定資産（リース資産を除く）

   定額法を採用しております。

   なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。 

   建物及び構築物     ２～60年 

   機械装置及び運搬具   ２～10年 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

   定額法を採用しております。

  ハ  リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 (3)重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

 発生年度に一括償却しております。 

 (4)重要な引当金の計上基準

  イ 貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。ま

た、在外連結子会社については、個別の債権の回収可能性を勘案した所要見積額を計上しております。

  ロ 投資損失引当金

 非連結子会社株式等(減損会計適用銘柄を除く)の著しい価値の下落による損失に備えるため、当連結会計年度末

における実質価額等を考慮して計上しております。

  ハ 賞与引当金

 従業員賞与の支給に充てるため、当社及び連結子会社の一部は、支給見込額基準により計上しております。

  ニ 役員賞与引当金

 役員賞与の支給に充てるため、当社及び連結子会社の一部は、支給見込額基準により計上しております。

  ホ 製品保証引当金

 一部の連結子会社では製品のアフターサービス等に要する費用の引当として、売上高の一定割合を計上しており

ます。

  ヘ 事業再編整理損失引当金

 事業再編に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を計上しております。

  ト 環境対策引当金

 将来の環境対策に伴う支出に備えるため、その合理的な見積額に基づき計上しております。

 (5)退職給付に係る会計処理の方法 

① 退職給付見込額の期間帰属方法

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

 過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（原則として５年

による定率法）により費用処理しております。

 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（原則として５年による定率法）により発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

 (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、当連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含

めて計上しております。
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 (7)重要なヘッジ会計の方法

  イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて、特例処理の要件を満たす場合は、特例処理

を採用しております。 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。 

  ヘッジ手段 金利スワップ 

  ヘッジ対象 借入金利息 

  ハ ヘッジ方針 

 一部の借入金における金利変動リスクを回避する目的でヘッジを行っております。 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。 

 (8）のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間(計上後20年以内)で均等償却を行っておりま

す。 

 ただし、金額的に重要性が乏しいものについては、発生時に一括償却しております。 

 (9）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 (10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  イ 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

  ロ 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。

 

 

- 20 -

シチズン時計 (株)   (7762) 平成30年３月期　決算短信



（未適用の会計基準等）

１.税効果会計に係る会計基準の適用指針等 

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日改正 企業会計基

準委員会） 

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16日最終改正 

企業会計基準委員会） 

 

(1）概要 

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企

業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行わ

れたものであります。 

（会計処理の見直しを行った主な取扱い） 

・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い 

・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い 

 

(2）適用予定日 

平成31年３月期の期首から適用します。 

 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

 

２.収益認識に関する会計基準等 

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会） 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会計基準委

員会） 

 

(1）概要 

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて

はTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12

月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する

包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。 

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性

を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発

点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合

には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。 

 

(2）適用予定日 

平成34年３月期の期首から適用します。 

 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 
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（表示方法の変更）

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連

結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた590百万円

は、「助成金収入」243百万円、「その他」346百万円として組み替えております。 

 

 

（連結貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度 

（平成29年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成30年３月31日） 

減価償却累計額 213,138百万円 212,404百万円 

 

２．偶発債務 

 当社の連結子会社である、シチズン電子株式会社（以下「シチズン電子」）について、取引先企業との取決めに

おいて、供給している製品の製造拠点を変更した場合には、取引先企業にその変更を申請することになっていたに

もかかわらず、一部の取引先企業に対して、その変更申請を行わなかったことに起因し、それ以後、取引先企業と

取り決めた従前の製造拠点で製造されたことを示すロット番号を印字したラベルを製品に貼付するなどして出荷を

続ける不適切行為が判明しております。 

 当社としては、本件をコンプライアンス違反事象であると重く受け止め、平成29年11月10日に第三者委員会を設

置し、徹底的な調査による事実解明と原因分析などを委ねました。 

 平成30年２月９日には、第三者委員会の調査報告書を受領し、本件不適切行為は、遅くとも平成22年(2010年)４

月から平成29年（2017年）６月までの約７年２か月間にわたり続いていたことが認定されております。 

 これに加え、第三者委員会の調査により新たに判明した主な事象として、シチズン電子の照明用ＬＥＤ部品に関

して、主に北米の取引先企業向けに、シチズン電子内に設置された認定試験所において発行する、寿命予測（光束

の経年劣化）に関する試験結果を記載したレポートの一部が書き換えられ、提出されていたという不適正行為が行

われていたことが記載されています。 

 本件の今後の進捗次第では、損失の発生等により当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点で

はその影響額を合理的に見積もることが困難なため、連結財務諸表には反映しておりません。 
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（連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前連結会計年度 

（自 平成28年４月１日 
  至 平成29年３月31日） 

 当連結会計年度 
（自 平成29年４月１日 

  至 平成30年３月31日） 

減価償却費 3,699百万円 4,220百万円 

貸倒引当金繰入額 △55 △32

賞与引当金繰入額 2,301 2,180

役員賞与引当金繰入額 88 219

退職給付費用 1,291 1,275

人件費 32,521 32,372

広告宣伝費 19,760 19,479

製品保証等引当金繰入額 51 39

研究開発費 7,113 7,161

 

※２．減損損失 

 当社グループは、原則として管理会計上の事業区分に基づく事業部単位をキャッシュ・フローを生み出す最小の

単位とし、グルーピングを行っています。なお、一部の連結子会社については規模に鑑み、会社単位を基準として

グルーピングを行っています。また、本社等、特定事業との関連が明確でない資産については共用資産としており

ます。 

 前連結会計年度は、今後使用見込みのない資産、収益性の悪化した事業の資産の減損損失を認識し、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,039百万円）として特別損失に計上しました。その主な内訳

は、建物及び構築物280百万円、機械装置521百万円、土地93百万円であります。 

 当連結会計年度は、今後使用見込みのない資産、収益性の悪化した事業の資産の減損損失を認識し、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（378百万円）として特別損失に計上しました。その主な内訳

は、建物及び構築物65百万円、機械装置218百万円、その他無形固定資産67百万円であります。 

 なお、回収可能価額は、正味売却可能価額または使用価値を基に算定しております。正味売却可能価額について

は処分価額により評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを主として７％で割り引いて算出しており

ます。 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式        

普通株式（注）１ 330,353,809 － 10,000,000 320,353,809

合計 330,353,809 － 10,000,000 320,353,809

自己株式        

普通株式（注）２，３ 12,060,890 4,008 10,000,090 2,064,808

合計 12,060,890 4,008 10,000,090 2,064,808

 （注）１．発行済株式数の減少10,000,000株は、自己株式の消却による減少であります。

    ２．自己株式数の増加4,008株は、単元未満株式の買取による増加であります。

    ３．自己株式数の減少10,000,090株は、自己株式の消却による減少10,000,000株及び単元未満株式の買増請

求による減少90株であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成28年６月28日 

定時株主総会
普通株式 2,705 8.50 平成28年３月31日 平成28年６月29日

平成28年11月11日 

取締役会
普通株式 2,705 8.50 平成28年９月30日 平成28年12月２日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月28日 

定時株主総会
普通株式 2,705  利益剰余金 8.50 平成29年３月31日 平成29年６月29日
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当連結会計年度（自平成29年４月１日 至平成30年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式        

普通株式 320,353,809 － － 320,353,809

合計 320,353,809 － － 320,353,809

自己株式        

普通株式（注）１，２ 2,064,808 3,896 151 2,068,553

合計 2,064,808 3,896 151 2,068,553

 （注）１．自己株式数の増加3,896株は、単元未満株式の買取による増加であります。

    ２．自己株式数の減少151株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月28日

定時株主総会
普通株式 2,705 8.50 平成29年３月31日 平成29年６月29日

平成29年11月10日

取締役会
普通株式 2,705 8.50 平成29年９月30日 平成29年12月４日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成30年６月27日

定時株主総会
普通株式 4,296  利益剰余金 13.50 平成30年３月31日 平成30年６月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
 
 

前連結会計年度
（自  平成28年４月１日
至  平成29年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成29年４月１日
至  平成30年３月31日）

現金及び預金勘定 80,746百万円 92,079百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,858  △1,423 

現金及び現金同等物 77,887  90,655 

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、事業持株会社制を導入しており、時計事業につきましては当社が、それ以外の事業につきまして

は、各事業統括会社が包括的な戦略を立案し、事業を展開しております。

 したがって当社グループは、当社及び各事業統括会社を基礎とし、製品の種類・性質の類似性等に基づき、「時計

事業」、「工作機械事業」、「デバイス事業」、「電子機器事業」、「その他の事業」の５つを報告セグメントとし

ております。

 各事業の主な内容は次のとおりであります。

 事業区分 主要な製品

 時計事業  ウオッチ、ムーブメント

 工作機械事業  ＮＣ自動旋盤

 デバイス事業  自動車部品、スイッチ、ＬＥＤ、マイクロディスプレイ、水晶振動子

 電子機器事業  プリンター、健康機器、電卓

 その他の事業  宝飾製品

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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